
地震財特法の延長に関する意見書

東海地震に備えて、地震防災対策強化地域の関係地方公共団体は、地震

対策緊急整備事業計画に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じている

ところであるが、本計画が令和６年度末で期限切れを迎える中、依然とし

て必要な事業が数多く残されている。

また、東日本大震災や能登半島地震をはじめとする近年の国内外におけ

る大地震により得られた教訓を踏まえ、緊急輸送道路、津波防災施設や山・

崖崩れ防止施設の整備、公共施設の耐震化、避難地・避難路の整備等をよ

り一層推進する必要が生じている。

加えて、令和６年８月８日には日向灘を震源とする地震に起因して南海

トラフ地震臨時情報が初めて発表されるなど、地震対策等の重要性は増大

している。

東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するために

は、地震対策緊急整備事業計画の期間の延長を図り、これらの事業を迅速

かつ的確に実施することにより、地震対策の一層の充実に努めていかなけ

ればならない。

よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地

震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律」を延長するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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